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課税期間の確認（個人）
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YES

その後

各月1ヶ月ごとを課税期間とする「消
費税課税期間特例選択・変更届出書」
を所轄税務署長に提出しているか

※以下の場合には、届出書の提出があった日の属する期間から適用することができる
◆新たに事業を開始した場合
◆相続により課税期間特例を受けていた被相続人の事業を承継した場合

①1月から3月②4月から6月③7月か
ら9月④10月から12月の3ヶ月ごと
の期間を課税期間とする「消費税課税
期間特例選択・変更届出書」を税務署
長に提出しているか

　　　　暦年
（1月1日～12月31日）
（特例選択不適用届出書の提出が
ある場合には、不適用届出書を提
出した日の属する課税期間の末日
の翌日から12月31日まで）

1月から12月までの
各月ごとの期間（届
出書の提出があった
日の属する期間の翌
期間から※）

①1月～3月、②4月
～6月、③7月～9月、
④10月～12月まで
の各期間（届出書の
提出があった日の属
する期間の翌期間か
ら※）

「消費税課税期間特例選択不適用
届出書」を提出しているか（特例
選択変更届出書の効力が生じる日
から2年を経過する日の属する課
税期間の初日以後から提出可能）

TO A3

TO A3

TO A4


